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国立大学法人筑波技術大学保健科学部附属東西医学統合医療センター規程 

（趣旨） 
第１条 この規程は，国立大学法人筑波技術大学組織及び管理運営に関する規則（平成１７

年規則第１号）第１９条の規定に基づき，本学における医科学の教育研究に係る診療の場

として機能するとともに，西洋医学と東洋医学を統合した診療及び施術を通して，地域医

療の向上に寄与するため，保健科学部附属東西医学統合医療センター（以下「センター」

という。）に関し必要な事項を定めるものとする。 
（センター長） 

第２条 センターにセンター長を置き，教授をもって充てる。 
２ センター長は，学長の命を受け，センターの校務を処理する。 
３ センター長の選考に関し必要な事項は，別に定める。 
（診療科） 

第３条 センターに，内科，循環器内科，内分泌・代謝内科，腎臓内科，漢方内科，脳神経

内科，心療内科，整形外科，脳神経外科，精神科，リハビリテーション科及び放射線科を

置く。 
（診療等従事者） 

第４条 センターにおいて診療及び施術に従事する者は，次に掲げるとおりとする。 
(1) センターの教授，准教授，専任の講師，助教及び助手 
(2)  保健学科及び保健管理センターの教授，准教授，専任の講師，助教又は助手のうち

から学長が必要と認める者 
(3)  その他別に定めるところにより学長が適当と認める者 
（診療等の料金及び徴収方法） 

第５条 センターにおいて徴収する診療等に関する料金の額及び徴収方法は，別に定めると

ころによる。 
（放射線障害の防止） 

第６条 センターにおける診断用エックス線装置の取扱いについては，労働安全衛生法（昭

和４７年法律第５７号）の規定に基づき，別に定めるところによる。 
（医薬品等受託研究） 

第７条 センターにおいて行う医薬品等受託研究の取扱については，国立大学法人筑波技術

大学受託研究取扱規則（平成１７年規則第７号）に基づき必要な事項は別に定めるところ

による。 
（倫理審査） 

第８条 センターで実施される教育研究活動の医の倫理審査に関し，必要な事項は別に定め

るところによる。 
（個人情報の保護） 

第９条 センターにおいて保有する診療に係る個人情報の開示・不開示等の検討に関し，必



要な事項は別に定めるところによる。 
（研修生の受入れ） 

第１０条 センターにおける研修生の受入れに関し，必要な事項は別に定めるところによる。 
 （日本東洋医学会専攻医の受入れ） 
第１１条 センターにおける日本東洋医学会専攻医の受入れに関し，必要な事項は別に定め

るところによる。 
（リスクマネージメント） 

第１２条 センターにおける診療に係るリスクマネージメントに関し，必要な事項は別に定

めるところによる。 
（運営委員会） 

第１３条 センターの運営に関する重要事項を審議するため，センター運営委員会（以下「委

員会」という。）を置く。 
２ 委員会は，次に掲げる委員をもって組織する。 

(1) センター長 
(2) センターの教授，准教授及び専任の講師 
(3) 保健学科の教授，准教授又は専任の講師のうちから学長が指名する者 若干人 
(4) 財務課長 
(5) 看護師長 
(6) その他学長が指名する者 若干人 
（審議事項） 

第１４条 委員会は，次に掲げる事項を審議する。 
(1)  センターの組織の設置又は改廃に関する事項 
(2)  センターの運営に関する基本的事項 
(3)  センターに係る規則，規程及び細則等の制定改廃に関する事項 
(4)  センターにおける教育研究活動に関する重要事項 
(5)  センターの診療及び施術に関する重要事項 
(6)  センターの予算及び概算要求の基本方針に関する事項 
(7)  センターの経営改善に関する事項 
(8)  センターの薬事に関する事項 
(9)  センター研修生に関する事項 
(10) センター日本東洋医学会専攻医に関する事項 
(11) その他センター長が必要と認める事項 
（任期） 

第１５条 第１３条第２項第３号及び第６号に定める委員の任期は，２年とし，再任を妨げ

ない。 
２ 前項の規定にかかわらず，任期の終期は，委員となる日の属する年度の翌年度の末日と

する。 
３ 欠員を生じた場合の補欠の構成員又は委員の任期は，前任者の残任期間とする。 
（委員長等） 

第１６条 委員会に委員長を置く。 
２ 委員長は，センター長をもって充てる。 
３ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
４ 委員長に事故があるときは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。 



（定足数） 
第１７条 委員会は，委員の過半数が出席しなければ，議事を開くことができない。 
２ 委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決す

るところによる。 
（委員以外の出席） 

第１８条 委員会が必要と認めるときは，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くこと

ができる。 
（事務） 

第１９条 センターに関する事務は，財務課において処理する。 
（その他） 

第２０条 この規程の定めるもののほか，センターの運営に関し必要な事項は，別に定める。 
附 則 

１ この規程は，平成 17 年 10 月１日から施行し，同年 10 月３日から適用する。 
２ この規程施行後最初の委員の任期については，第 14 条第１項の規定にかかわらず，平

成 17 年 10 月１日から平成 18 年 3 月 31 日までとする。 
附 則 

 この規程は，平成19年4月1日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成20年4月1日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成23年4月1日から施行する。 
   附 則 
 この規程は，平成24年6月27日から施行し，平成24年4月1日から適用する。 
   附 則 
 この規程は，平成26年7月23日から施行し，平成26年5月30日から適用する。 
   附 則 
 この規程は，平成31年4月1日から施行する。 

附 則 
 この規程は，令和5年7月1日から施行する。 

附 則 
 この規程は，令和6年4月1日から施行する。 


